（様式第１号）(第11条関係)

土地利用調整協議書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第20条第１項の規定により、次のとおり協議します。

	開発事業の目的
	

	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　筆

	開発区域の

敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	予定建築物又は

工作物等の内容
	規模
	

	
	用途若しくは内容
	

	予定事業者名
	

	工事予定期間
	

	備考
	


備考　１　位置図・公図写し・登記簿謄本写し・計画平面図・計画立面図（色指定付）・配置図・給排水計画図（給排水工事を伴う場合）・周辺の営農に対する被害防除措置書（周辺に農地がある場合）・農地転用許可書写し(農地転用後造成済の場合)・その他指示する図面等を添付すること。

２　土地利用計画における立地可能な用途を示す基準に適合する場合であっても、関係法令に基づき許可されない場合があります。

周辺の営農に対する被害防除措置書

１．造成を伴う場合（駐車場、資材置き場、住宅、店舗、工場等）

（１）転用地からの土砂の流出、崩壊等に対する被害防除措置

　　①法面保護の概要（擁壁等）

　　　　　

　　　　　

　　②造成工事中の措置

　　　　　

　　　　　

　　　　　

（２）農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

　　①雨水の排水方法

　　　　　

　　　　　

　　②用排水の機能に対する措置

　　　　　

　　　　　

　　　　　

２．構築物の建設を伴うもの（住宅、店舗、工場等）

（１）周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼさないための被害防除措置

　　①緩衝地（建物からの距離）、緑地等の概要

　　　　　
　

　　②建物の高さ

　　　　　

　　　　　

　　　　③その他（光の遮断措置、防風ネットの設置）

　　　　　

　　　　　

　　　　　

（２）農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないための被害防除措置

　　①汚水の排水方法

　　　　　

　　　　　

　　　　②用排水の機能に対する措置

　　　　　

　　　　　

　　　　　

３．その他事由により周辺の営農条件に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合

（１）発生内容とその被害防除措置

　　　　　

　　　　　

　　　　　

４．隣接農地耕作者に対する説明を行ったか

　　　　　

　　　　　

（様式第２号）(第16条関係)

（地下水の開発を除く開発事業用）

開発事業事前協議書

年　　月　　日

　池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第23条第１項の規定により、次のとおり協議します。

	工事

施工者
	住所

氏名

電話　　　　　(　　　)
	設計者
	住所

氏名

電話　　　　　(　　　)

	　
	(開発事業の目的及び計画概要)
	　

	
	　
	

	
	　
	

	
	　
	

	開発区域の状況
	開発区域
	池田町大字　　　　　　番地　　　外　 筆
	面積
	㎡
	地目
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	土地利用規制等
	池田町土地利用調整基本計画における地域(　　　　　　　　　　　　)

	
	主たる

接続道路
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ

	
	
	
	
	

	土地利用の現況と計画
	　
	宅地
	農地
	その他
	公共施設等
	　
	道路
	公園
	緑地
	水路
	その他

	
	現況
	㎡
	㎡
	㎡
	
	現況
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	計画
	㎡
	㎡
	㎡
	
	計画
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事業概要他
	住宅の場合
	造成

区画数
	区画
	区画面積

	
	
	
	
	最大
	㎡
	最低
	㎡
	平均
	㎡

	
	上記

以外の

場合
	建築面積
	建ぺい率
	延床面積
	容積率
	棟数

	
	
	㎡
	％
	㎡
	％
	棟

	
	
	階数
	高さ
	戸数
	駐車場計画台数

	
	
	階
	ｍ
	戸
	㎡　　　　　　台

	その他
	将来の開発計画の有無　　　有　・　無

概要：

	
	工事着手予定年月日
	年　　月　　日
	工事完了予定年月日
	年　　月　　日


備考　　町長が指定した図書を添付すること。
（地下水の開発事業用)

開発事業事前協議書

　　年　　月　　日

井戸設置申請書
池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第23条第１項の規定により、次のとおり協議します。

	井戸の設置場所
	池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	採取する地下水の用途
	１　農業用　　２　水産養殖用　　３　工業用

４　水道用　　５　家庭用　　　　６　その他（　　　　　　　　　　）

	飲用・非飲用井戸の区分
	１　飲用　　　２　非飲用

	１日当たりの平均地下水採取予定量
	㎥　
	揚水期間
	１　１年中

２　季節（　 　月～　　 月）

	井戸の深度
	ｍ　
	井戸の内径
	　　　　　　　　　　㎜　

	揚水機の種類
	１　水中ポンプ　　２　渦巻ポンプ　　３　その他（　　　　　　　　）

	揚水機の吐出口の断面積
	　　　　　cm2〔（吐出口の内径　　㎝×１／２）2×3.14〕

	原動機の出力
	kw
	揚水能力
	１分間当たり　　　　　ｍ3

（又は１日当たり　　ｍ3）


　備考　１　採取する地下水の用途、揚水期間及び揚水機の種類は、該当番号に　を付けること。

　　　　２　井戸の位置図、構造図、その他町長が指定する図書を添付すること。

（様式第３号）(第16条関係)

公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての協議書

年　　月　　日

池田町長　様
　　　　　　　　　　　　

住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例施行規則第16条第２項の規定により、次のとおり協議します。

	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　番地　　　　外　　筆
	開発区域の面積
	㎡　

	工事予定区間
	　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで

	従前の公共施設
	名称
	廃止、付替
	幅員等
	延長
	面積
	管理者名
	土地の帰属
	摘要

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新設される公共施設
	名称
	幅員等
	延長
	面積
	管理予定名
	土地の帰属
	費用負担
	摘要

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	協議内容
	設計
	

	
	管理方法
	

	
	土地の帰属
	

	
	費用負担
	

	
	その他
	


備考　１　添付する図書は、町長が指定したものとする。

２　この申請書の提出部数は２部とし、協議が成立した後１部を申請者へ送付する。

（様式第４号）(第16条関係)

事前協議書内容変更届出書

年　　月　　日

　池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第23条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　番地　　　　　外　　筆

	開発区域の面積
	㎡　
	現況地目
	　

	開発事業の目的
	　

	予定建築物の用途
	　

	変更の内容
	変更前
	変更後
	変更の理由

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


備考　　変更に係る図書等を添付すること。

（様式第５号）(第17条関係)

事前公開標識

	開発事業計画の概要
	計画図

	開発事業の

目的
	
	※造成計画平面図その他の開発事業の概要図面を掲示する

	建築物の用途
	
	

	開発区域の

地番等
	
	

	開発区域の

面積
	　　　　　　　㎡　
	

	予定建築物の概要
	敷地

面積
	㎡
	建築

面積
	㎡
	

	
	階数等
	
	高さ
	ｍ
	

	工事予定期間
	承認後　　　　　　年　　　　　月から

　　　　　　　　　年　　　　　月まで
	

	事業者

住所・氏名
	電話番号　　　　　（　　　）
	

	工事施工者

住所・氏名
	電話番号　　　　　（　　　）
	· この計画の説明会は、

月　　日　　時より

で開催します。

	標識の設置
	　　　年　　月　　日より工事完了日まで
	

	連絡先
	電話番号　　　　　(　　　)　　　　　　　


備考　１　標識規格は、町長が別に定める。

　　　　２　掲示する図面の防水に注意すること。
（様式第６号）(第18条関係)

開発事業説明会概要報告書

　　年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　　　　　　　

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第26条第２項の規定により、次のとおり提出します。

	事業者
	住所
	

	
	氏名
	電話　　　　　(　　　)

	開発区域
	池田町大字　　　　　　番地　　　外　　筆
	面積
	㎡
	地目
	　

	開発事業の目的
	

	説明会開催結果等
	

	質問・

要望等

への対応
	(説明会での質問、要望事項等)


	(事業者の対応の方法等)




備考　　説明会で使用した図書等及び説明会に出席した者の名簿（氏名、住所及び役職名等を記載したもの）を添付するものとする。

（様式第７号）（第19条関係）

開発事業に関する意見書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第27条第１項の規定により、次のとおり提出します。

	開発事業の内容
	


	項目
	意　　見　　の　　内　　容

	
	


備考　　項目別に意見を簡潔に記入してください。

（様式第８号）（第20条関係）

開発事業に関する指導書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第30条第１項の規定により、次のとおり指導します。

	開発事業の内容
	


	指導事項
	指　　　　導　　　　内　　　　容

	
	


（様式第９号）（第21条関係）

指導書に対する見解書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第31条第１項の規定により、次のとおり提出します。

	開発事業の内容
	


	項　　目
	指導書の内容
	指導書に対する見解

	
	
	


（様式第10号）(第22条関係)

開発事業事前協議終了通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　　　　年　　月　　日付で協議書の提出があった開発事業に関する事前協議が終了したので、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第33条の規定により、通知します。

	許可番号
	

	開発事業の内容
	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　　外　　　筆

	
	開発事業の目的
	

	
	開発区域の面積
	　　　　　　　　　㎡
	区画数
	

	
	予定建築物等の用途
	

	開発事業申請に

あたっての留意事項
	


（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、池田町長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

２ 上記１の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日（上記１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、池田町を被告として（訴訟において池田町を代表する者は池田町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

（様式第11号）（第23条関係）

開発事業公聴会開催請求書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第28条第２項又は第３項の規定により、次のとおり請求します。

	開発事業の内容
	

	署名者の数
	　　　　　　　　　人

	申出の理由
	

	請求者の区分
	　□　満18歳以上の町民等　　　□　事業者


（様式第12号）（第23条関係）

（表紙）

	開発事業公聴会開催申出者署名簿

開発事業の内容


（様式第12号）（第23条関係）

（署名用紙）

	有効無効の印
	番号
	署名年月日
	住所
	氏名
	生年月日
	印

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


備考　　太線の枠内を記入してください。

（様式第13号）（第25条関係）

開発事業公聴会公述申出書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

私は、　　年　　月　　日に開催される公聴会において、次のとおり意見を公述したいので申し出ます。

	開発事業の内容
	

	述べようとする意見の要旨
	


備考　　郵送の場合は、公述申出期間内に必着のこと。

（様式第14号）（第26条関係）

開発事業公聴会公述人代理承認申請書

年　　月　　日

池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

私は、　年　月　日に、　　　　　　で開催される開発事業公聴会において、次の者を代理人として公述させたいので、申請します。

	開発事業の内容
	

	代理人
	住　所
	

	
	氏名
	

	
	申請人との関係
	
	電話
	

	代理人をたてる理由
	


（様式第15号）(第31条関係)

　（地下水の開発を除く開発事業用）
開発事業承認申請書

年　　月　　日

池田町長　様
申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第34条第１項の規定により、次のとおり申請します。

	工事

施工者
	住所

氏名

電話　　　　(　　　)
	設計者
	住所

氏名

電話　　　　(　　　)

	　
	(開発事業の目的及び計画概要)
	　

	
	　
	

	
	　
	

	
	　
	

	工事着手予定年月日
	　　年　　　月　　　日
	工事完了予定年月日
	年　　　月　　　日

	開発区域の状況
	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　番地　　　外　 筆
	面積
	㎡
	地目
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	土地利用規制等
	池田町土地利用調整基本計画における地域 (　      　　  　　　　　　)

	
	主たる

接続道路
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ
	県・町道　　　　　号線

道路幅員　　　　　ｍ

	
	
	
	
	

	現況と計画

土地利用の
	　
	宅地
	農地
	その他
	公共施設等
	　
	道路
	公園
	緑地
	水路
	その他

	
	現況
	㎡
	㎡
	㎡
	
	現況
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	計画
	㎡
	㎡
	㎡
	
	計画
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	事業概要他
	住宅の場合
	造成

区画数
	区画
	区画面積

	
	
	
	
	最大
	㎡
	最低
	㎡
	平均
	㎡

	
	上記

以外の場合
	建築面積
	建ぺい率
	延床面積
	容積率
	棟数

	
	
	㎡
	％
	㎡
	％
	棟

	
	
	階数
	高さ
	戸数
	駐車場計画台数

	
	
	階
	ｍ
	戸
	㎡　　　　　　台

	その他
	将来の開発計画　　あり　・　なし

概要



	
	事前協議における見解書の提出　　あり　・　なし


備考　１　町長が指定する図書のほかに、関係者等と事前に協定を締結した場合は、当該協定書の写しを添付すること。

　　　２　開発事業事前協議書（様式第２号）に添付した図書で、当初計画から変更があったものについては、変更後の図書を添付すること。

　　　３　開発事業事前協議終了通知書（様式第10号）の写しを添付すること。

　　　４　事前協議の際に、見解書を提出した場合は、様式第９号の写しを添付すること。

　（地下水の開発事業用）
開発事業承認申請書

　　年　　月　　日

井戸設置申請書
池田町長　様
住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　　

電話番号　　　　（　　　）

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第34条第１項の規定により、次のとおり申請します。

	井戸の設置場所
	池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	採取する地下水の用途　　　
	１　農業用　　２　水産養殖用　　３　工業用

４　水道用　　５　家庭用　　　　６　その他（　　　　　　　　　　）

	飲用・非飲用井戸の区分
	１　飲用　　　２　非飲用

	１日当たりの平均地下水採取予定量
	ｍ3
	揚水期間
	１　１年中

２　季節（　　 月～　　 月）

	井戸の深度
	ｍ
	井戸の内径
	　　　　　　　　　　㎜

	揚水機の種類
	１　水中ポンプ　　２　渦巻ポンプ　　３　その他（　　　　　　　　）

	揚水機の吐出口の断面積
	　　　　　　cm2　〔（吐出口の内径　　㎝×１／２）2×3.14〕

	原動機の出力
	　　　　kw
	揚水能力
	１分間当たり　　　　　　　　　ｍ3

（又は１日当たり　　　　　　　ｍ3）


備考  １　採取する地下水の用途、揚水期間及び揚水機の種類は、該当番号に　を付けること。

２　井戸の位置図、構造図、その他町長が定める図面を添付すること。

３　開発事業事前協議書（様式第２号）に添付した図書で、当初計画から変更があったものについては、変更後の図書を添付すること。
４　開発事業事前協議終了通知書（様式第10号）の写しを添付すること。
５　事前協議の際に、見解書を提出した場合は、様式第９号の写しを添付すること。

（様式第16号）(第34条関係)

　（地下水の開発を除く開発事業用）

開発事業承認通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　　　年　　月　　日付で申請のあった開発事業について承認したので、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第37条第２項の規定により、通知します。

	許可番号
	

	開発事業の内容
	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	
	開発事業の目的
	

	
	開発区域の面積
	　　　　　　　㎡
	区画数
	　

	
	予定建築物等の用途
	

	承認の条件
	


（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、池田町長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

２ 上記１の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日（上記１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、池田町を被告として（訴訟において池田町を代表する者は池田町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

備考　１　新たに設置する公共施設(道路を除く)のうち町へ帰属するものについては、町長が指定する登記承諾書及び寄付申出書に登記簿謄本、確定測量図及び座標値計算による面積一覧等の書類を添付して、開発事業に関する工事の検査済通知書（様式第24号）の到達後１週間以内に帰属の手続を行うものとする。

　　２　検査により指摘された事項については、改修後の写真を提出するものとする。

　（地下水の開発事業用）

開発事業承認通知書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　　　年　　月　　日付で申請のあった開発事業について承認したので、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第37条第２項の規定により、通知します。

	許可番号
	

	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　　　筆

	採取する地下水の用途
	

	１日当たりの平均地下水採取予定量
	ｍ3
	揚水期間
	

	井戸の深度
	　　　　　　　　　ｍ
	井戸の内径
	　　　　　　　　　　㎜

	揚水機の吐出口の断面積
	　　　　　　cm2〔（吐出口の内径　　㎝×１／２）2×3.14　〕

	承認の条件
	


（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、池田町長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

２ 上記１の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日（上記１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、池田町を被告として（訴訟において池田町を代表する者は池田町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

（様式第17号）(第34条関係)

開発事業協議継続通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　　　年　　月　　日付で申請のあった開発事業について、下記の理由により承認できないので、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第37条第３項の規定により、協議を継続するよう通知します。

記

	開発事業を承認できない理由
	　


（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、池田町長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

２ 上記１の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日（上記１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、池田町を被告として（訴訟において池田町を代表する者は池田町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

（様式第18号）(第35条関係)

開発事業軽微変更届出書

年　　月　　日

　池田町長　様
　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

開発事業の内容を変更したいので、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第38条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

	開発事業の予定区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	開発区域の面積
	㎡
	現況地目
	　

	開発事業の目的
	　

	予定建築物の用途
	　

	変更の内容
	変更前
	変更後
	変更の理由

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	


備考　　変更に係る図面等を添付すること。

（様式第19号）(第36条関係)

工事着手届出書

年　　月　　日

　池田町長　様
　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第42条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

	工事施行者
	住所
	

	
	氏名
	電話番号　　　　(　　　)

	現場管理者
	住所
	

	
	氏名
	電話番号　　　　(　　　)

	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　　　　筆

	
	開発事業の内容
	　

	開発承認年月日
	　　　　　年　　　月　　　日（承認番号：　　　　　　）

	協定締結年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	工事着手年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	工事完了予定

年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	工事工程
	別紙のとおり


備考　　工事工程表を添付するものとする。

（様式第20号）(第37条関係)

工事の完了時期の変更届出書

年　　月　　日

　池田町長　様
　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第42条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

	承認番号
	

	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　　　筆

	開発区域の面積
	㎡
	開発事業の目的
	　

	工事完了の時期
	完了予定日
	　　　年　　月　　日
	変更後
	　年　　月　　日

	変更の理由
	　


　

（様式第21号）(第37条関係)

工事（中断・廃止）届出書

年　　月　　日

池田町長　様
　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第42条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

	開発区域
	　池田町大字　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　　外　　　　　筆

	開発区域の面積
	㎡
	開発事業の目的
	　

	開発承認年月日
	年　月　日
	変更後
	年　月　日
	承認番号
	　

	開発事業を（中断・廃止）する理由
	※中断する場合は、工事再開予定日　　　　年　　月　　日

	工事の施工状況及び現状
	

	開発予定跡地の今後の利用計画
	


※以下、町が記入

	指導事項等
	


（様式第22号）(第38条関係)

工事完了届出書

年　　月　　日

　池田町長　様
　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　　　

電話番号　　　　（　　　）

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第42条第４項の規定により、次のとおり届け出ます。

	工事施工者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号　　　　(　　　)

	現場管理者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号　　　　(　　　)

	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　　外　　　筆

	
	開発事業の内容
	

	開発承認年月日
	　　　　　年　　月　　日　(承認番号：　　　　　　　　)

	協定締結年月日
	　　　　　年　　月　　日

	工事着手年月日
	　　　　　年　　月　　日

	工事完了年月日
	　　　　　年　　月　　日


（様式第23号）(第39条関係)

(表面)

	
第　　　　号　

所属

職氏名

池田町の土地利用及び開発指導に関する条例に基づく

職員の証

年　　月　　日　

池田町長　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)　



(裏面)

	１　本証は、池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第43条第２項の規定により発行したものである。

２　本証は、立入調査の際必ず携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３　本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

４　本証の有効期限は、発行の日から１年間とする。


（様式第24号）(第40条関係)

開発事業に関する工事の検査済通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第44条第１項の規定により、次のとおり通知します。

	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	
	開発事業の内容
	　

	開発承認年月日
	　　　年　　月　　日
	承認番号
	

	工事完了年月日
	　　　年　　月　　日
	工事着手年月日
	　　　年　　月　　日

	工事完了年月日
	　　　年　　月　　日
	検査実施年月日
	　　　年　　月　　日

	検査者職氏名
	　

	検査結果
	　

	指摘事項等
	　


（様式第25号）(第41条関係)

開発事業に関する勧告書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様
池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　

開発行為改善勧告書
池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第45条の規定により、次のとおり勧告します。

	開発事業
	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　番地

	
	開発区域の面積
	㎡

	
	開発事業者
	

	勧告措置期限
	

	勧告理由
	


（様式第26号）（第42条関係）
開発事業是正措置命令書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様
池田町長　　　　　　　　　　eq \o\ac(○,印)
井戸施設改善措置命令書
池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第46条の規定により、条例違反を是正するために必要な措置をとるよう命令します。

	開発事業
	承認番号
	第　　　　　　　　号

	
	開発区域
	池田町大字　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　外　　　筆

	
	開発事業者
	

	
	用途
	

	
	開発区域の

面積
	

	命令措置期限
	　　　年　　　月　　　日

	命令に至るまでの経過
	

	命令内容
	


（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、池田町長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。

２ 上記１の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日（上記１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、池田町を被告として（訴訟において池田町を代表する者は池田町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

備考　　この命令に従わないときは、事業者名及び条例違反の事実等を公表することがあります。
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